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木工用ドリルの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について 

 

 令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ８ 日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

公正取引委員会は、木工用ドリル（注１）の製造販売業者に対し、本日、独占禁止法の規

定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。 

本件は、木工用ドリルの製造販売業者が、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）

の規定に違反する行為を行っていたものである。 

（注１）「木工用ドリル」とは、主として木材に穴を開けるために使用される鋼製の錐
きり

をいう。 

 

１ 違反事業者、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額等 

番 

号 

違反事業者 

（法人番号） 
本店の所在地 代表者 

排除措置命令 
課徴金減免制度の適用 

 
申請順位 

に応じた 

減免率 

事件の真相の

解明に資する

程度に応じた

減算率 
課徴金額 

１ 
株式会社スターエム 

（2140001036259） 

兵庫県三木市別所

町東 田７２２番

地の４７ 

代表取締役 

小林 富記子 

○ 
３０％ １０％ ２０％ 

８５７２万円 

２ 
大西工業株式会社 

（2140001042645） 

兵庫県加古川市神

野町西条７９０番

地の１ 

代表取締役 

大西 富昭 

○ 
３０％ １０％ ２０％ 

８２４万円 

合計 
２社 

   
９３９６万円 

（注２）違反事業者名については、以下「株式会社」の記載を省略する。 

（注３）表中の「○」は、その事業者が排除措置命令の対象であることを示している。 

 

２ 違反行為の概要（詳細は別添排除措置命令書参照） 

 ⑴ スターエム及び大西工業の２社（以下「２社」という。）は、木工用ドリルの原

材料である鋼材等の価格が上昇していたことから、自社の利益の確保を図るため、

遅くとも令和元年９月２６日までに、２社の役員級及び営業責任者級の者による会

合を開催するなどして、スターエムにあっては令和２年４月１日受注分から、大西

工業にあっては同年６月１日受注分から、特定木工用ドリル（注４）の仕切価格（注５）

を現行価格から１２パーセントを目途に引き上げることを合意した。 

 

 

 

 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所第四審査課 

電話 ０６－６９４１－２２０５（直通） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 

別紙１ 
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 ⑵ ２社は、その後も木工用ドリルの原材料である鋼材等の価格が引き続き上昇して

いたことから、自社の利益の確保を図るため、遅くとも令和４年１０月７日までに、

２社の役員級及び営業責任者級の者による会合を開催するなどして、スターエムに

あっては令和５年４月１日受注分から、大西工業にあっては遅くとも同年６月１日

受注分から、特定木工用ドリルの仕切価格を現行価格から１０パーセントを目途に

引き上げることを合意した。 

⑶ 前記⑴及び⑵のとおり、２社は、共同して、特定木工用ドリルの仕切価格を引き 

上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、特定木工用ドリル及びその

同等品の販売分野における競争を実質的に制限していた。 
（注４）「特定木工用ドリル」とは、木工用ドリルのうち、スターエムが製造販売する２３商品及び大西工業が製

 造販売する１８商品であって、２社のそれぞれの価格表（２社がそれぞれ特定木工用ドリルの販売

 業者向けに作成する、木工用ドリルの仕切価格を掲載する表をいう。）において仕切価格が掲載

 されているもの（複数の商品を組み合わせて販売されているものを除く。）をいう。 

（注５）「仕切価格」とは、２社がそれぞれ定める、木工用ドリルの種類及びサイズごとの特定木工用ドリルの販

売業者（以下単に「販売業者」という。）向けの販売価格をいう。 

 

３ 違反行為の実施状況（詳細は別添排除措置命令書参照） 

⑴ ２社は、前記２の合意に基づき、それぞれ、新たな仕切価格を設定した上で、販

売業者に対し、新たな仕切価格を掲載した価格表等を配布するなどして仕切価格の

引上げを通知し、特定木工用ドリルの仕切価格を引き上げた。 

⑵ ２社は、前記２の合意の実効を確保するため、特定木工用ドリルの仕切価格の引

上げを販売業者に通知する時期等について、情報交換を行うなどしていた。 

 

４ 排除措置命令の概要 

⑴ ２社は、それぞれ、次の事項を、取締役会において決議しなければならない。 

ア 前記２の各合意が消滅していることを確認すること。 

イ 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、自社が製造販売する特

定木工用ドリル及びその同等品の販売価格を決定せず、自主的に決めること。 

ウ 今後、相互に、又は他の事業者と、自社が製造販売する特定木工用ドリル及び

その同等品の販売価格に関する情報交換を行わないこと。 

⑵ ２社は、それぞれ、前記⑴に基づいて採った措置を、相互に通知するとともに、

自社の取引先である販売業者に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければ

ならない。これらの通知及び周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委

員会の承認を受けなければならない。 

⑶ ２社は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、自社

が製造販売する特定木工用ドリル及びその同等品の販売価格を決定してはならな

い。 

⑷ ２社は、今後、それぞれ、相互に、又は他の事業者と、自社が製造販売する特定

木工用ドリル及びその同等品の販売価格に関する情報交換を行ってはならない。 
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⑸ ２社は、それぞれ、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。

この措置の内容については、前記⑶及び⑷で命じた措置が遵守されるために十分な

ものでなければならず、かつ、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければ

ならない。 

ア 木工用ドリルの販売活動に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作

成並びに自社の役員及び従業員に対する周知徹底 

イ 木工用ドリルの販売活動に関する独占禁止法の遵守についての、当該販売活動

に従事する自社の役員及び従業員に対する定期的な研修 

⑹ ２社は、それぞれ、前記⑴、⑵及び⑸に基づいて採った措置を速やかに公正取引

委員会に報告しなければならない。 

 

５ 課徴金納付命令の概要 

  ２社は、令和６年１０月２９日までに、それぞれ前記１の「課徴金額」欄記載の額

（総額９３９６万円）を支払わなければならない。 



木工用ドリルの製造販売業者に対する
排除措置命令及び課徴金納付命令について（概要）

特定木工用ドリル及びその同等品の販売分野における競争を実質的に制限

特定木工用ドリル…木工用ドリルのうち、スターエムが製造販売する２３商品と
大西工業が製造販売する１８商品

対象商品

スターエム

違反行為の概要
国内シェアの大部分
を２社が占める

・令和２年と令和５年に特定木工用ドリルの仕切価格を引上げ
・合意後に、仕切価格の引上げを通知する時期等について情報交換

違反行為の実施状況

大西工業

・スターエムは「令和２年４月１日受注分」から
・大西工業は「令和２年６月１日受注分」から

特定木工用ドリルの仕切価格を現行価格から１２パー
セントを目途に引き上げることを合意

①遅くとも令和元年９月２６日までに

・スターエムは「令和５年４月１日受注分」から
・大西工業は「遅くとも令和５年６月１日受注分」から

特定木工用ドリルの仕切価格を現行価格から１０パー
セントを目途に引き上げることを合意

その後も

②遅くとも令和４年１０月７日までに

特定木工用ドリルの仕切価格（卸売価格）を
引き上げる旨を合意

背景…鋼材等の原材料価格上昇



 
 

株式会社Ｇｉｏに対する勧告について 

 

令和６年３月１９日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

公正取引委員会は、株式会社Ｇｉｏ（以下「Ｇｉｏ」という。）に対し調査を

行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法（以下「下請法」という。）第４

条第１項第３号（下請代金の減額の禁止）の規定に違反する行為が認められたの

で、本日、下請法第７条第２項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。 

 

１ 違反行為者の概要 

法 人 番 号 ８１２０００１１３７４１７ 

名   称 株式会社Ｇｉｏ 

本店所在地 大阪市西区南堀江一丁目１１番１号 

代 表 者 代表取締役 二宮 潤 

事業の概要 婦人服等の小売業 

資 本 金 ３０００万円 

 

２ 違反事実の概要 

⑴ Ｇｉｏは、資本金の額が１０００万円以下の法人たる事業者に対し、消費

者等に販売する婦人服等の製造を委託している（これらの事業者を以下「下

請事業者」という。）。 

⑵ア Ｇｉｏは、下請事業者に対し、下請代金の支払までの期間を短縮する

代わりに「値引（１．５％）」と称して、令和４年１月から令和５年５月

までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を

減じていた。減額した金額は、総額１５２６万９３７３円である（下請

事業者１名）。 

イ( ｱ ) Ｇｉｏは、下請事業者に対し、製造を委託している商品の一部につ

いて、商品のサンプルが納期に遅延していたこと、商品に瑕疵があっ

たこと等を理由として、商品を受領しているにもかかわらず、「委託取

引」と称して、自己の顧客に商品を販売するまでその下請代金の支払

を保留することにより、支払期日の経過後なお下請代金を支払ってい

なかった。 

( イ) Ｇｉｏは、下請事業者に対し、前記( ｱ )により下請代金の支払を保留

した商品について下請代金を支払う際に、値引きとして、令和４年１月

から令和５年６月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がない

のに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額６６７８

万２９１９円である（下請事業者１３名）。 

 

 

 

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課 

          電話 ０６－６９４１－２１７６（直通） 

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 

          電話 ０３－３５８１－３３７４（直通） 

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/ 

 

別紙２ 



 
 

⑶ Ｇｉｏは、令和６年１月３１日までに、下請事業者に対し、前記⑵の行

為により減額した額を支払っている。 

 

３ 勧告の概要 

⑴ Ｇｉｏは、次の事項を株主総会の決議により確認すること。 

ア 前記２⑵ア及びイ( イ)の行為が下請法第４条第１項第３号の規定に違反

するものであること 

イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減

じないこと 

⑵ Ｇｉｏは、今後、下請法第４条第１項第３号の規定に違反する行為を行う

ことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内

体制の整備のために必要な措置を講ずること。 

⑶ Ｇｉｏは、次の事項を自社の従業員に周知徹底すること。 

ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと 

イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置 

⑷ Ｇｉｏは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。 

ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと 

イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置 

⑸ Ｇｉｏは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引

委員会に報告すること。 

 



以下の２点について、株主総会の決議により確認する
こと
・上記の減額行為が下請法の規定に違反するもので
あること

・今後、下請代金の減額を行わないこと

下請法の遵守体制を整備すること など

公正取引委員会からの勧告の内容

消費者等に販売する「GRL」（グレイル）と称するブランドの婦人服等の製造委託
●下請取引の内容 ৣ
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株式会社Ｇｉｏに対する勧告（概要）

●違反行為の概要内容
① 下請代金の支払までの期間を短縮する代わりに「値引（１．５％）」と称して、
下請代金の額から約１５２７万円を減額した。（下請事業者１名）

② 消化仕入（注２）を行っていたところ、下請代金の支払を保留した商品について
下請代金を支払う際に、「値引き」として、下請代金の額から約６６７８万円を
減額した。（下請事業者１３名）

（注２）消化仕入による支払対象

自己の顧客に商品を販売するまで下請代金の支払を行わない
ことにより、自己の顧客に販売した日を下請事業者の給付を
受領した日として取り扱い下請代金の支払対象とするもの。

減額の総額は約８２０５万円
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（注１）下請代金の減額

下請法は、下請事業者に責任がないのに、発注時に定められ
た金額から一定額を減じて支払うこと等を全面的に禁止して
いる。値引き、協賛金、歩引き等の名目、方法、金額の多少
を問わず、また、下請事業者との合意があっても、下請法違
反に該当する。

下請代金の減額（注１）

Ｇｉｏは、下請事業者に対し、減額した金額を支払済み



ニデックテクノモータ株式会社に対する勧告について 

 

令和６年３月２５日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

公正取引委員会は、ニデックテクノモータ株式会社（以下「ニデックテクノ

モータ」という。）に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法

（以下「下請法」という。）第４条第２項第３号（不当な経済上の利益の提供要

請の禁止）の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第７条第３

項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。 

 

１ 違反行為者の概要 

法 人 番 号 １１３０００１０４４１８０ 

名   称 ニデックテクノモータ株式会社 

本店所在地 京都市南区久世殿城町３３８番地 

代 表 者 代表取締役 畑中 茂宏 

事業の概要 産業用モータの製造販売 

資 本 金 ２５億円 

 

２ 違反事実の概要 

⑴ ニデックテクノモータは、資本金の額が３億円以下の法人たる事業者に対

し、自社が製造販売する産業用モータの部品の製造を委託している（これら

の事業者を以下「下請事業者」という。）。 

⑵ ニデックテクノモータは、下請事業者に対して自社等が所有する金型、

木型、樹脂型、治具及び部品の製造設備（以下「金型等」という。）を貸与

していたところ、合計６００個の金型等について、遅くとも令和４年５

月１日以降、次回以降の具体的な発注時期を示せない状態になっていたにも

かかわらず、下請事業者に対し、引き続き、無償で保管させるとともに金型

等の現状確認等の棚卸し作業を１年間当たり２回行わせることにより、下請

事業者の利益を不当に害していた（下請事業者４４名）。 

⑶ ニデックテクノモータは、令和６年３月７日までに、前記６００個の全て

の金型等を回収又は廃棄している。 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課 

          電話 ０６－６９４１－２１７６（直通） 

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室 

          電話 ０３－３５８１－３３７４（直通） 

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/ 
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⑷ ニデックテクノモータは、下請事業者に対し、金型保管サービス提供事業

者の価格例等を提示して協議を行った上で、令和６年３月７日までに、無償

で金型等を保管させるとともに棚卸し作業を行わせたことによる費用に相

当する額として総額１８１２万４４８０円を支払っている。 

 

３ 勧告の概要 

⑴ ニデックテクノモータは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。 

ア 前記２⑵の行為が下請法第４条第２項第３号に掲げる行為に該当し、同

項の規定に違反するものであること 

イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者

の利益を不当に害さないこと 

⑵ ニデックテクノモータは、今後、下請法に違反することがないよう、次の

対応を採るなど社内遵法管理体制の整備のために必要な措置を講ずること。 

ア 法務担当者による下請法の遵守状況についての定期的な監査 

イ 役員及び発注担当者に対する下請法遵守のための定期的な研修 

⑶ ニデックテクノモータは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底す

ること。 

ア 下請事業者に対し、自己のために提供させていた役務に要した費用相当

額を支払ったこと 

イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置 

⑷ ニデックテクノモータは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。 

ア 下請事業者に対し、自己のために提供させていた役務に要した費用相当

額を支払ったこと 

イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置 

⑸ ニデックテクノモータは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速や

かに公正取引委員会に報告すること。 

 



今後、不当な経済上の利益の提供要請（※）を行わ
ないことを取締役会の決議で確認すること

下請法の社内遵法管理体制を整備すること など
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公正取引委員会からの勧告の内容

産業用モータの部品の製造を委託する際に、ニデックテクノモータ㈱
等が所有する金型、木型、樹脂型、治具及び部品の製造設備（以下
「金型等」という。）を貸与

自社が製造販売する産業用モータの部品の製造を委託

●下請取引の内容

ニデックテクノモータ㈱は、下請事業者との取引に関して、自社等が所有する金型等
を貸与していたところ、当該金型等について、次回以降の具体的な発注時期を示せな
い状態になっていたにもかかわらず、なお下請事業者に無償で保管させ続けるととも
に、金型等の現状確認等の棚卸し作業を毎年２回行わせていた（下請事業者４４名・
金型等６００個）。
※ ニデックテクノモータ㈱は、下請事業者４４名に対し、金型保管サービス提供事業者の価格
例等を提示して協議した上で、無償で金型等を保管させるとともに棚卸し作業を行わせたこと
による費用に相当する額（１８１２万４４８０円）を支払っている。

●違反行為の概要（不当な経済上の利益の提供要請）
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ニデックテクノモータ株式会社に対する勧告（概要）

※【参考】下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準

違反行為事例７－５（型・治具の無償保管要請）

⑵ 親事業者は、自動車用部品の製造を委託している下請事業者に対し、自社

が所有する金型、木型等の型・治具を貸与しているところ、当該自動車用部

品の製造を大量に発注する時期を終えた後、当該部品の発注を長期間行わな

いにもかわらず、無償で金型、木型等の型・治具を保管させた。
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株式会社ＳＣエージェントに対する景品表示法に基づく措置命令について 

 

消費者庁は、令和６年３月６日、株式会社ＳＣエージェント（以下「ＳＣエージ

ェント」といいます。）に対し、同社が供給する蓄電池及びその導入に伴う施工に係

る表示について、消費者庁及び公正取引委員会（公正取引委員会事務総局近畿中国

四国事務所）の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為（同法第５条第１

号（優良誤認）に該当）が認められたことから、同法第７条第１項の規定に基づき、

措置命令（別添参照）を行いました。 

 

１ 違反行為者の概要 

  名 称 株式会社ＳＣエージェント（法人番号 9120001214322） 

  所 在 地 大阪市中央区西心斎橋一丁目５番５号アーバンＢＬＤ心斎橋９階 

  代 表 者 代表取締役 下浦 龍之 

  設立年月 平成３０年６月 

  資 本 金 ５０００万円（令和６年３月現在） 

 

２ 措置命令の概要 

 ⑴ 対象商品及び対象役務 

   蓄電池（以下「本件商品」という。）及びその導入に係る施工（以下「本件役務」

という。） 

 

 ⑵ 対象表示 

  ア 表示の概要 

   (ｱ) 表示媒体 

     「エコ最安値．ｃｏｍ」と称する自社ウェブサイト 

   (ｲ) 表示期間 

     令和５年３月１０日、同月１６日及び同月２３日 

   (ｳ) 表示内容（別紙） 

    ａ 「口コミ人気 Ｎｏ．１ 蓄電池販売会社」、「アフターフォロー満足度

 Ｎｏ．１ 蓄電池販売会社」、「コストパフォーマンス満足度 Ｎｏ．１

 蓄電池販売会社」及び「工事品質満足度 Ｎｏ．１ 蓄電池販売会社」

と表示することにより、あたかも、ＳＣエージェントが販売する本件商品

及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品（以下「同種商品」という。）

並びにＳＣエージェントが提供する本件役務及び他の事業者が提供する

同種又は類似の役務（以下「同種役務」という。）に関する「口コミ人気」、
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「アフターフォロー満足度」、「コストパフォーマンス満足度」及び「工事

品質満足度」の４項目（以下「本件４項目」という。）につき、実際に利用

したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果において、ＳＣエージェ

ントが販売する本件商品及びＳＣエージェントが提供する本件役務に係

る本件４項目の順位がそれぞれ第１位であるかのように示す表示をして

いた。 

    ｂ 「圧倒的受注数がお客様からの支持の証 『施工実績１０，０００件の

信頼』」、「施工実績１０，０００件！！ たくさんの蓄電池を販売・工事を

しております」と表示することにより、あたかも、ＳＣエージェントが過

去に販売した本件商品及びＳＣエージェントが過去に提供した本件役務

に係る契約件数が１万件であるかのように示す表示をしていた。 

  イ 実際 

   (ｱ) 前記ア(ｳ)ａの表示について、ＳＣエージェントが委託した事業者による

調査は、本件４項目について、回答者に対し、ＳＣエージェントが販売する

本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びにＳＣエージェントが提

供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に利用し

たことがある者かを確認することなく、ＳＣエージェント及び特定９事業者

（当該委託を受けた事業者が、同種商品を販売し、同種役務を提供する事業

者の中から指定する９の事業者をいう。）のみを任意に選択して対比し、各

事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基

づくものではなかった。また、前記ア(ｳ)ａの表示は、当該調査結果を正確

かつ適正に引用しているものではなかった。 

   (ｲ) 前記ア(ｳ)ｂの表示について、ＳＣエージェントが過去に販売した本件商

品及びＳＣエージェントが過去に提供した本件役務に係る契約件数は、１万

件を大きく下回るものであった。 

 

 ⑶ 命令の概要 

  ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件商品及び本件役務の内

容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すも

のであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知すること。 

  イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。 

  ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 

 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

 電    話 ０３（３５０７）９２３９ 

 ホームページ https://www.caa.go.jp/ 

 

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課 

電    話 ０６（６９４１）２１７５ 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/ 
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安匹信頼の実績
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独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化に関す

る調査の結果を踏まえた事業者名の公表について 

 

令和６年３月15日 

公正取引委員会 

 
第１ 背景 

公正取引委員会は、適正な価格転嫁の実現に向けて、事業者間取引において、

公正取引委員会のウェブサイトに掲載している「よくある質問コーナー(独占禁止

法)」のＱ＆Ａ（以下「独占禁止法Ｑ＆Ａ」という。）の下記①又は②に該当する

行為（以下「協議を経ない取引価格の据置き等」という。）が疑われる事案に関

する実態を把握するため、令和５年５月から「独占禁止法上の「優越的地位の濫

用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」（以下「特

別調査」という。）を実施し、令和５年12月27日に調査結果を公表した。 

① 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への

反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、

従来どおりに取引価格を据え置くこと 

② 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の

相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を

書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく、従来どおりに取引価

格を据え置くこと 

あわせて、価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表につ

いては、令和５年11月８日に公表した「価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏

まえた事業者名の公表方針について」（以下「公表方針」という。）（別添参照）

のとおり進めることとしている。 

 

第２ 個別調査の実施 

公表方針に基づき、特別調査において、取引価格が据え置かれており事業活動

への影響が大きい取引先として受注者から多く名前が挙がった発注者1（以下「調

査対象事業者」という。）に対して、令和５年11月以降、その旨を説明し、事業

                             
1 具体的には、次のいずれかに該当する者を重点的に調査対象とした。①令和４年の「独占禁止法上の「優越的地

位の濫用」に関する緊急調査」（令和４年 12 月 27 日公表）において、取引価格が据え置かれており事業活動への

影響が大きい取引先として受注者から多く名前が挙がった発注者又は注意喚起文書の送付を受けた発注者であっ

て、かつ、特別調査の結果、受注者から多く名前が挙がった者。②特別調査の結果、取引価格が据え置かれており

事業活動への影響が大きい取引先として受注者から特に多く名前が挙がった者。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 

優越的地位濫用未然防止対策調査室 

電話 ０３－３５８１－３３７８（直通） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 
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者名の公表があり得る旨を予告した上で、立入調査2、独占禁止法第40条に基づく

報告命令等による個別調査を実施した。 

具体的には、令和４年６月１日から令和５年５月31日までの１年間を調査対象

期間とし、調査対象事業者とその取引先との取引における、調査対象期間におけ

る取引価格の据置き等の有無、取引価格の据置き等の場合における価格協議の有

無、取引価格引上げの要請があった場合における書面等による回答の有無等につ

いて確認を行うなどして、協議を経ない取引価格の据置き等が行われているかに

ついて確認した。 

 

第３ 個別調査の結果 

個別調査の結果、相当数の取引先について協議を経ない取引価格の据置き等が

確認された事業者については、公表方針にも記載のとおり、価格転嫁の円滑な推

進を強く後押しする観点から、発注者に価格転嫁に向けた積極的な協議を促し、

また、受注者にとっての協議を求める機会の拡大につながる有益な情報であるこ

と等を踏まえ、独占禁止法第43条の規定に基づき、その事業者名を公表すること

とした（別紙参照）。 

なお、この対応に当たっては、公正取引委員会は、あらかじめ、対象となる事業

者に対し、意見を述べる機会を付与した。 

当該事業者名の公表は、独占禁止法又は下請法に違反すること又はそのおそれ

を認定したものではない。 

また、当該事業者については、社内全体に対して価格転嫁を進めるための方針

を示していたものの、受注者との窓口となる各担当者への浸透が不十分だった事

例等が確認された。一方で、調査対象期間中に一部の受注者との間で価格転嫁を

進めていた事例や、調査対象期間後において受注者との間で価格転嫁を行うため

の協議の場を設けた事例等も確認された。 

 

第４ 今後の取組 

公正取引委員会は、今回の個別調査の結果も踏まえ、独占禁止法Ｑ＆Ａの考え

方、特に、受注者からの価格転嫁の要請の有無にかかわらず、価格転嫁の必要性

について価格交渉の場において明示的に協議する必要があることについて、更な

る周知を行っていくなど、引き続き、取引の公正化をより一層推進する観点から、

適正な価格転嫁が可能となる取引環境を整備するための取組を進めていく。 

 

                             
2 任意の立入調査であり、事件審査で通常行っている独占禁止法第 47 条に基づく立入検査とは異なるものであ

る。 
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公表対象事業者一覧 

 
（事業者名は五十音順によるもの） 

番号 
事業者名 

（法人番号） 
本店の所在地 

1 
イオンディライト株式会社 

（1120001081381） 
大阪市中央区南船場二丁目３番２号  

2 
ＳＢＳフレック株式会社 

（4010601031793） 
東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号  

3 
京セラ株式会社 

（4130001000049） 
京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地 

4 
西濃運輸株式会社 

（7200001015755） 
岐阜県大垣市田口町１番地 

5 
株式会社ソーシン 

（3030001027053） 
埼玉県入間市寺竹１１１５番地１ 

6 
ダイハツ工業株式会社 

（3120901019710） 
大阪府池田市ダイハツ町１番１号 

7 
東邦薬品株式会社 

（5010901023507） 
東京都世田谷区代沢五丁目２番１号  

8 
日本梱包運輸倉庫株式会社 

（2010001168115） 
東京都中央区明石町６番１７号 

9 
株式会社ＰＡＬＴＡＣ 

（2120001077528） 
大阪市中央区本町橋２番４６号 

10 
三菱ふそうトラック・バス株式会社 

（7020001078696） 
川崎市中原区大倉町１０番地 

※ 調査対象期間は、令和４年６月１日から令和５年５月31日まで。 

※ 独占禁止法Ｑ＆Ａに該当する行為を行っていたか否かを調査したものであり、この公表

は独占禁止法又は下請法に違反すること又はそのおそれを認定したものではない。 

※ 当該事業者については、調査対象期間中に一部の受注者との間で価格転嫁を進めていた

事例や、調査対象期間後において受注者との間で価格転嫁を行うための協議の場を設けた

事例等も確認された。 
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